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　鳥取県労福協では、将来を担う子どもたちが、健康で豊

かな生活を送るために、福祉カンパ活動を毎年実施して

います。

　2022年度は、鳥取県内の小学生（1年生～ 3年生）にむけ

て、交通安全に関する学習資料を約15,000部配布しました。

　子どもの歩行中の交通事故のうち、幼児から小学3年

生までの被害が7割弱となっています。交通ルールの遵

守について、学習資料を学校や家庭で活用していただき、

子どもたちの歩行中の交通事故がなくなることを願うも

のです。

鳥取県内の小学生（1年生～3年生）にむけて、交通安全に関する学習資料を贈呈
3月23日（木）に湯梨浜町教育委員会にて、贈呈式を行いました

囲碁の部　優 勝　鳥取市役所職員労働組合A

将棋の部　優 勝　鳥取県高等学校教職員組合

第33回 囲碁・将棋大会を開催
　2月12日（日）、まなびタウンとうはくにて、新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止し

ておりました囲碁将棋大会を3年ぶりに開催し

ました。

　当日は、天気も良く、参加チーム数は少なかっ

たですが、和やかな大会となりました。



2022年度労働者福祉に関する2022年度労働者福祉に関する
鳥取県への要請について鳥取県への要請について
　労働者福祉行政の充実について県へ要請書を提出し、回答を頂きました。　労働者福祉行政の充実について県へ要請書を提出し、回答を頂きました。
◆要請書提出日　　2022年10月21日（◆要請書提出日　　2022年10月21日（金金））
◆県からの回答日　2023年１月31日（火）◆県からの回答日　2023年１月31日（火）
内容については、以下のとおりです。内容については、以下のとおりです。

　労働者福祉行政の充実について県へ要請書を提出し、回答を頂きました。　労働者福祉行政の充実について県へ要請書を提出し、回答を頂きました。
◆要請書提出日　　2022年10月21日（◆要請書提出日　　2022年10月21日（金金））
◆県からの回答日　2023年１月31日（火）◆県からの回答日　2023年１月31日（火）
内容については、以下のとおりです。内容については、以下のとおりです。

一般財団法人鳥取県労働者福祉協議会の要請項目（令和3年度）一般財団法人鳥取県労働者福祉協議会の要請項目（令和3年度）

要請事項 回　　　答 担当部局

１．労働者福祉運動・事業の育成・強化

（１）鳥取県労福協は「安心・共生の福祉社会」の実現をめざし、広く
勤労者の福祉向上の活動に取り組んでいます。これまで労働者の環境
改善に向けた相談・助言活動、ワーク・ライフ・バランスの充実に向け
た文化・体育事業、将来の子どもたちが安心・安全に暮らさせるための
支援活動を実施してきました。今後も勤労者の自主福祉運動の推進およ
び発展に寄与する活動に対しては、鳥取県との連携がますます重要と考
えていますので、さらなる支援・協力をお願いしたい。

　鳥取県労働者福祉協議会（鳥取労福協）には、鳥取県中小企業労働相談所「み
なくる」の受託者として県内労働者・経営者双方からの労働・雇用相談への対応、
普及啓発活動の実施、冊子「THE社会人」の作成・配布等をいただいています。また、
勤労者美術展など鳥取労福協が行う労働者福祉の増進に資する事業への補助など
により、その活動を支援しているところです。
　令和５年度も引き続き鳥取労福協の活動への支援等を通じて、県下労働者の福
祉向上・雇用環境改善を図ってまいります。

とっとり働き方改革
支援センター

（2）鳥取県の委託事業として中小企業労働相談所「みなくる」を受託
していますが、労働条件に関する相談件数は引き続き多い状況にあり
ます。
　新型コロナウイルス感染症による、厳しい雇用環境のもとで労働者
からの相談内容も複雑化・多様化している中で、アフターコロナ事業
により相談窓口の体制強化に対応してきたところです。
　今後も事業運営において、サービスの質の向上を図るための情報提
供・相談員のスキルアップなど、機能強化への連携と協力をお願いし
たい。
　また、「みなくる」においては、様々なハラスメントの相談が発生
していますが、中でも非正規で働く人からの「職場の人間関係」の相
談が増えています。コロナ禍による雇用環境の厳しさを反映した相談
も多く寄せられています。労働に関して困った時は「みなくる」に相
談する等、さらに「みなくる」が利用されるよう連携ならびに周知徹
底をはかっていただきたい。
　実績　2021年度　労働相談　2,893件
　　　　2022年度　労働相談　1,323件　（前年度1,217件）
　　　　（2022年度は、４月～８月までの実績）

　鳥取県中小企業労働相談所「みなくる」は、平成20年４月に鳥取労福協に委
託後、労働相談やセミナー等の普及啓発を通じて県下の労働環境の向上に向け、
適正に運営をいただいています。
　また、労働者が必要に応じて「みなくる」へ相談することができるよう、新
聞折込による広報や鳥取県立ハローワークと連携した出張相談の実施等により、
引き続き窓口の周知を図ってまいります。

とっとり働き方改革
支援センター

（３）社会人前教育（労働法関連講座）を県内の高校や大学・短大等で行っ
ています。教材として、鳥取県・連合鳥取・鳥取県経営者協会の協力、支援の
もとで発行している労働ハンドブック「THE社会人」の冊子を活用し、社会
人としてのルールやマナー等、基礎知識の習得に向けた取り組みを行って
います。この冊子は毎年多くの企業や団体から配布希望を得ており、職員・
新入職員の職場教育研修に活用されています。
　また、教育委員会協力のもと県内全高等学校へも配布しており、社会人
前教育として実社会での必要な知識として役立っているものと考えていま
す。社会人前教育が教育現場で重要な講義であることを認識していただ
き、鳥取県労福協へのさらなる支援をいただきたい。

　現在、高校では、専門家や企業から招聘した講師による出前授業や労働ハンド
ブック「THE社会人」の冊子を活用した学習を通して、社会人としての心構え、
労働に関するルールや相談窓口等について学んでいるところです。
　県教育委員会としても、労働法制を学び、働くことについて考えることは、高
校生が実社会で生きていくために必要な知識や主体的に社会とかかわる態度を身
に付け、社会参画の意識を高めることにつながることと認識しています。
　今後も、労働法制等に関する学習が、より一層有効なものとなるよう、関連機
関と連携を図りながら進めて参りたいと考えています。

高等学校課

２．格差の是正、貧困のない社会に向けたセーフティネットの強化

（1）フードバンク活動の促進
　フードバンクを食品ロスの削減のみならず福祉分野と災害時の食糧
支援システムとして積極的に位置づけ、生活困窮者支援に関わる行政
や様々な民間団体を通じたフードバンク食品の提供や、パントリー設
備の整備、食品ロス削減を通じた環境負荷の低減など、福祉・環境政
策とも連携した施策をお願いしたい。
　「食品ロスの削減の推進に関する法律」の施行および「食品ロス削
減推進基本方針」を踏まえ、鳥取県においては、「第９次鳥取県廃棄
物処理計画」を策定されフードバンク支援を計画されています。フー
ドバンク設置に向けた意見交換がされているようですが、早期に設置
をお願いしたい。
　また、フードバンクが継続的・安定的に発展できるよう基盤強化に
向けて、活動に必要な人件費への補助、事務所・倉庫・配送用車両等
のインフラ整備への助成、人材教育に向けた具体的な支援策をお願い
したい。

　本県では、ごみゼロ社会実現のため、特に食品ロスの削減を重要項目として掲げ
取り組んでいるところです。フードバンクの設置や取り組みについては、食品ロス削
減の一助ともなることから、関係者と情報・意見交換をしていきます。

福祉保健課
循環型社会推進課

（2）自死対策・子ども相談支援について
　2021年の自死者数は２万人を超え、依然として子どもや若者、女
性数は増加傾向にあり深刻な状況が続いています。警察庁の自殺統計
に基づく自死者数の推移をみると、鳥取県でも自死者数は前年比5.9％
増加しています。
　鳥取県では、「みんなで支え合う自死対策プログラム」を作成し、
自死者数・自殺死亡率の減少について目標数値を定めて対応されてい
るところですが、現状のところ厳しい数値目標となっており、より実
効性のある施策を強力かつ迅速に推進していただきたい。
　全国で子どもたちがいじめにより、自ら命を絶つという痛ましい事
件が発生しており、誠に残念であるとともに決してあってはならない
ことです。いじめや児童虐待等の影響を受ける児童・青少年に電話カ
ウンセリングを行っている「鳥取チャイルドラインうさぎのみみ」な
どＮＰＯ民間支援団体との連携促進、相談を受け止める側の研修を含
めた自死予防教育・活動の充実をはかるための、財源について検討い
ただきたい。

　本県の自死対策については、精神保健福祉センター、保健所、市町村と連携し、
相談対応や普及啓発に取り組んでいるところであり、今年度は、相談窓口等の
情報発信、職域におけるうつ症状の早期発見のための支援等を強化する予定で
す。
　平成31年度から若年層を対象として実施している「とっとりSNS相談事業
（LINEでの相談）」では、新型コロナウイルス感染症により心身の変調が生じる
県民のこころのケアを目的として、対象を全県民に拡大するとともに相談日も
拡充しながら、専門職による相談対応を行っており、中高生を含む若い世代か
らの相談も多数寄せられています。
　また、鳥取県自死対策計画「みんなで支え合う自死対策プログラム」に基づ
き、若年層におけるメンタルヘルス研修会の開催、学校における心の健康教育、
メンタルヘルス講習会等、家庭・地域・学校・職場における心の健康づくりや
関係機関との連携強化を図っています。
　県計画については、関係機関で構成する心といのちを守る県民運動（自死対
策の運動体として、当事者意識を持って地域で自ら対策を推進していく組織）
において進捗状況の確認、評価をしながら取り組みを進めているところです。
令和６年度からの次期計画に向け、普及啓発や相談体制の充実など、広く意見
を聞きながら効果的な対策を図るため検討を行っていきます。

健康政策課
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（3）子どもの貧困対策強化について
　鳥取県では2022年４月に「鳥取県子どもの貧困対策推進計画（第
二期計画）」を策定され、①子どもの「将来」だけでなく「現在」に
も向けた対策とすること、②児童の権利条約の精神に則り推進するこ
と、③市町村における計画策定の努力義務化を、計画の趣旨・推進体
制に反映されているところです。
　コロナ禍により、格差・貧困の拡大が想定されるため、家庭環境に
左右されず修学できる教育支援やひとり親家庭に対する生活の安定に
資するための支援、困難を抱える家庭や子どもを早期に把握・支援す
る仕組みづくりなど、きめ細かい支援対策をお願いしたい。

　現在、県内の全ての市町村で学習支援事業が実施されているところですが、
引き続き、家庭環境に左右されず修学できる体制が確保されるよう市町村と連
携して取り組んでまいります。
　また、ひとり親家庭に対する支援については、県内3か所の県立ハローワー
ク内にひとり親家庭の相談窓口となる「ひとり親家庭相談支援センター」を設
置し、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により生活や子育てに課題を抱
えるひとり親家庭が適切な支援を受けられるようひとり親の悩みに寄り添いな
がら必要な支援へと繋いでいるところです。
　困難を抱える家庭や子どもを早期に把握し必要な支援につなげるため、令和
５年度も継続して必要な施策を検討してまいります。

家庭支援課

（4）成年年齢の引き下げに伴う、消費者教育の対策について
　2022年４月から成年年齢の引き下げによって、18歳、19歳の方も
親の同意を得なくても「契約」を結ぶことができるようになりました。
　今まで20歳までは親の同意を得ていないので取消すことができま
したが、取消をすることができなくなりました。
　鳥取県では高校での「消費者教育授業」、「弁護士出前授業」、県内
４高等教育機関での「くらしの経済・法律講座」の実施、県ホームペー
ジや地元新聞への情報発信等、高校生を含む若年者への消費者教育・
啓発を進めており評価しているところです。引き続き若年者が過大な
債務を負うことや悪徳商法の被害にあわないように、学校・家庭等に
おける金融教育の充実や情報発信の強化をお願いしたい。

　成年年齢の引下げに向けては、平成30年度から消費生活センターと教育委員
会等の働きかけにより、県内高校で消費者教育の授業が開始され、2021年度に
はすべての高校で授業が実施されています。
　また、令和３年度から消費者問題に精通した弁護士が県内高校に出向いて成
年直前の生徒に対して成年の意義、消費者トラブルへの対処法、責任ある消費
行動等について講義する「弁護士出前授業」を開始し、令和４年度も継続して
実施中です。
　さらに、県内の高等教育機関（鳥取大学、公立鳥取環境大学、鳥取短期大学、
米子高専）の正規授業として、学生及び一般県民を対象とした「くらしの経済・
法律講座」を実施し、若者に多い消費者被害等について注意喚起しているほか、
地域団体、専門学校等に講師を派遣し、身近な契約トラブル、特殊詐欺や悪質
商法等について、幅広い年齢層に対する啓発に取り組んでいます。
　そのほか、県ホームページでの消費者トラブル情報の周知、地元新聞への「とっ
とり消費者大学消費生活相談」の定期連載のほか、SNSによる情報発信なども
実施しています。
　また、鳥取県金融広報委員会においても、平成30年度から就職や進学を控え
た高校生への金銭・金融教育として「生きる力を育む！出前巣立ち教室」を実
施しています。
　今後も引き続き関係団体等との連携や多様な媒体の活用により、高校生を含
む若年者への消費者教育・啓発を積極的に進めてまいります。

消費生活センター

　今年度から成年年齢が引き下げられ、これまで同様に、若者の消費者被害の
防止や救済を図るため、より一層効果的な消費者教育を実施することが必要だ
と考えています。
　これまでにも、県立高校では、教科の中で消費者問題を学習したり、関係機
関と連携して専門家の話を聞いたりするような機会を設けているところです。
また、御記載のとおり、令和３年度には、県消費生活センター、県弁護士会と
連携した出前授業について、コロナの影響により中止となった２校を除いて県
立高校にて実施し、令和４年度には中止となった２校を含めて、令和３年度の
出前授業の様子をおさめたＤＶＤの配布をし、各高校で活用をしているところ
です。
　また、令和４年度から年次進行で実施される新教育課程においても、家庭科
や公民科を中心として金融教育や消費者教育の充実が図られており、引き続き
各校において取組を進めているところです。また、令和４年11月には高等学校
ＰＴＡ指導者研究大会等でも、消費者教育の充実について、弁護士による講演
会を開催する等、保護者と連携した取組も行っており、引き続き、高校生が社
会の主役として主体的かつ適切に消費行動できるよう消費者教育の推進を図っ
ていくこととしています。

高等学校課

（5）ヤングケアラーの支援について
　鳥取県が実施された「令和３年度鳥取県青少年育成意識調査」のよ
り、18歳未満の子どもが家族にケアを要する人がいる場合に、大人が
担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護、感情面の
サポート等を行っているヤングケアラーの実態が把握されました。
　鳥取県では、２０２２年４月よりヤングケアラーがいつでも相談できる
体制の構築と孤立化防止に向けた対策の強化（ヤングケアラーＬＩＮＥ
相談窓口、ヤングケアラーオンラインサロン、ヤングケアラー相談窓口）
をされたことは、承知しているところです。
　今後は、教育関係者、医療・介護・福祉の関係者、児童委員や子ど
も食堂などを対象に研修を実施し、ヤングケアラーへの理解を深めると
もに、サポートの必要な子どもたちに支援が届くように各市町村へ働き
かけをお願いしたい。
　また、ヤングケアラーの子どもたちの大きな負担となっている「家事
育児支援」「介護サービスの提供」の具体的な支援策を検討していた
だきたい。

　ヤングケアラー対策においては、「周囲がいち早く気付くこと」「子ども自身
が自認すること」「具体的な支援に繋ぐこと」が重要であり、特に周囲の大人が
ヤングケアラーに気づき、その気持ちに寄り添いながら必要な支援につなげる
ことが重要と認識しています。
　県では、県民やヤングケアラーと接する可能性のある機関・団体の方を対象
として「ヤングケアラーフォーラム・研修会」を令和４年12月１日に開催したり、
県内の全ての小・中・高各校や関係機関に啓発用リーフレットやポスターを配
布したりするなどして、ヤングケアラーに対する理解促進に努めています。
　また、ヤングケアラーの各支援に関わる団体が、各分野における課題や対策
等を掘り下げて研修するための経費を補助する「ヤングケアラー支援に関す
る研修事業費補助金」を創設し、支援機関での研修の実施を推進しています
（R4.12.12時点で７団体が申請）。
　さらに、家事・育児に対して不安や負担を抱えるヤングケアラー等がいる家
庭を訪問支援員が訪問し、家事支援を行うことができる国庫事業「子育て世帯
訪問支援臨時特例事業」が創設され、令和５年度から県内４市町で実施される
予定ですが、より多くの市町村で実施されるよう引き続き市町村に働きかけて
まいります。
　今後も、ヤングケアラー対策会議等に意見を求めながら市町村や教育委員会
等と連携して支援強化を図ってまいります。

家庭支援課

３．平時における防災・減災の対策について

（1）近年、各地で頻発する自然災害に備え、平時における防災・減災
対策を進めることは、重要な課題と言えます。特に、災害時の災害対
応拠点となる自治体庁舎・公共施設・医療施設等の耐震化に加え、老
朽化した学校設備等の危険個所の点検をしていただきたい。

　学校施設管理者は、建築基準法・消防法に基づく法定点検等により、是正が
必要な箇所を把握し、早期に修繕・改修を行って施設の安全性維持に努めてい
るところです。
　また、平成21年度から平成２４年度にかけて、すべての対象建物で外壁の全
面をハンマーで打診する外壁打診調査を実施しましたが、実施から10年が経過
することから、再度点検を行っています。

教育環境課

（2）大規模災害発生時の避難や避難所における感染症対策の備えを徹
底し、新型コロナウイルス感染症が避難者間で拡大しないよう、地域
住民への周知・広報をしていただきたい。

　各市町村に対して資機材の配備等による感染症対策の徹底、多くの避難所の
確保、感染者等専用避難所の開設など、避難の際の新型コロナウイルス感染症
対策をお願いしているところです。
　また、令和４年９月の台風第14号の災害対応にあたっては、在宅療養者等に
対し避難の際は保健所・コンタクトセンターへ連絡するよう呼びかけるととも
に、市町村の専用避難所の開設のほか県営避難所開設など受入体制をとったと
ころであり、当該対応を踏まえ災害時の避難体制を準備します。

危機管理政策課

記事ｐ6へ続き
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●くわしいお問い合わせ・ご相談は 

鳥取支店 ☎（0857）23-1241 ローンセンター鳥取   0120-25-3655 〒680-0847 鳥取市天神町 30-5  

倉吉支店 ☎（0858）23-2441 〒682-0804 倉吉市東昭和町 286-2 

米子支店 ☎（0859）22-1200 ローンセンター米子   0120-35-6475 〒683-0067 米子市東町 189-2 
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ログイン
完了

こくみん共済発売開始から40周年の節目に
これまでの感謝の気持ちを込めて、「こくみん Lifeサポート」がスタート！

2023年5月

スタート

アプリで簡単に
お手続きが可能!

ご自身で

約18万種類のサービス

こくみん共済 coopのスタッフと

NEW

●契約内容の確認
●加入・変更手続き
●共済金請求

●ロードサービスの受付
●自動車事故の受付

アプリでできること
eご利用はアプリから

※記載のサービスは一例で、画像はイメージです。

便利

週に1度のスペシャル特典
「すご得!」

一人一人に寄り添った
最適な保障設計をサポート

組合員特典価格等でもしもの
事前･事後や生活全般をサポート

毎週水曜日18時に
お得なサービスが更新されます!

サプライズ価格が

ぞくぞく登場!

アプリ WEB 対　面 オンライン

ライフイベントのサポート

ドライブレコーダー取付往診 介護相談 結婚お祝い制度

アプリをインストール マイページ登録後、
IDとパスワードでログイン

事後のフォロー事前の備えオリジナルメニュー
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2022年度労働者福祉に関する鳥取県への要請について続き記事
（3）大規模自然災害等の発生時には、災害に便乗した悪質商法や消
費者トラブルが発生する傾向にあり、特に住宅修理に関する保険金がら
みの悪質な便乗商法に対する注意喚起をお願いしたい。

　地震、台風、大雪などの災害に便乗した住宅修理等に関する悪質商法や被災
地への寄付名目の不審な訪問・電話などの事例について、平時からホームペー
ジや新聞広告記事等により注意喚起を図っています。さらに災害発生時には、
警察、市町村、消費者団体等と連携して多様な媒体を通じて重点的に注意喚起
を行っています。
　なお、保険金による住宅修理を勧誘する悪質商法については、国民生活セン
ターや一般社団法人日本損害保険協会からも注意喚起を行っており、県から市
町村に情報提供しております。引き続き災害に便乗した悪質商法等について広
く注意喚起を行ってまいります。

消費生活センター

（4）避難行動要支援者の個別計画の作成は、2021年５月の「災害対
策基本法」の改正で市町村に努力義務化されたところであり、鳥取県
としても計画の作成にあたり働きかけを行っていることは承知してい
ますが、災害時に手助けが必要な高齢者や障がい者、外国人などの迅
速な避難が優先されるよう実効性が高まるように指導いただきたい。

　避難行動要支援者の個別避難計画の作成は、現在、市町村において優先度の
高い者（ハザードが懸念される地域に居住する後期高齢者など）から、福祉や
医療関係者等との連携をとった上で、避難先や地域住民など支援者のマッチン
グに取り組んでいるところです。県としても実効性のある計画の作成に向け、
市町村への個別訪問による働きかけを行っているほか、令和３年度から予算化
している「個別避難計画作成支援事業」による市町村への財政支援も行ってい
ます。

消防防災課

４．ＳＤＧs(持続可能な開発目標)の達成と協同組合の促進・支援

（1）持続可能な社会づくりに向けた協同組合の役割発揮への期待は、
コロナ禍で「人と人とのつながり」のかたちが大きく変容する中にお
いても引き続き高いことから、県内の協同組合が持続可能な地域づく
りに貢献できるよう、協同組合の社会的役割・価値、政策的位置を高
めていくための施策について検討を進め、協同組合支援強化をお願い
したい。

　県と鳥取県生活協同組合連合会（以下「協同組合」という。）は、平成28年
10月に包括連携協定を締結し、地域の安全・安心及び活力の確保等への取組を
通じて県民サービスの向上及び地域の活性化に寄与することを目指して活動し
ています。
　具体的な連携事項は、県産品の販売・普及促進、防災・災害対策、環境保全、
高齢者・障がい者支援、子育て支援、健康増進・食育、移住定住の促進、エシ
カル消費の普及など多岐にわたりますが、コロナ禍で人と人との交流が様々な
制約を受ける現在の社会状況において、地域に根差した活動や地域での支え合
い、生活者一人ひとりを大切にする協同組合の社会的役割や存在価値は、ます
ます重要になっていくものと考えます。
　引き続き、協同組合との連携体制を維持し、相互協力の下、持続可能な地域
づくりに向けて包括連携協定事項の実現に取り組んでいきます。

消費生活センター

（2）2022年10月１日、「労働者協同組合法」が施行され、皆で出資、
経営に参加し、事業に従事するという、これまでにない仕組みでの働
き方が可能となります。「労働者協同組合」により、少子高齢化に伴
う介護・障がい福祉など幅広い分野での就労機会の創出が期待できる
ようになりました。法の制度内容を深めるための広報活動を十分にし
ていただき、労働者等に認知されるようにお願いしたい。
　また、鳥取県においては、「労働者協同組合」相談窓口を設置され
ていますので、本制度が十分に機能できるように進めていただきたい。

　持続可能な地域づくりに向け、地域の雇用を創出し多様な働き方を実現する
ためには、労働者協同組合が重要な役割を果たすと考えています。そのため、
労働者等へ法制度や幅広い分野での就労想定事例、専門家による相談窓口等を
周知・啓発するため、県庁内で関係所属による連絡会議を実施すると共に、令
和４年７月に市町村説明会、８月に県民向けフォーラムを開催しました。
　労働者組合法が施行された令和４年10月１日以降、組合成立には至っていま
せんが、引き続き支援機関や市町村等と連携しながら、事業者や地域づくり団
体への周知・啓発活動を強化するなど、一層の事業推進に取り組んでまいります。

雇用政策課

　東部支部の活動として新年の恒例行事となって
いる「児童書き初め展」。コロナ３年の中でも無事
開催することができました。今年も構成組織から計
142点もの出品があり、出品された作品は２月３日
から２月24日に、中電ふれあいホールと中国ろう
きん鳥取支店に展示し、多くの皆さまに観ていただ
きました。
　テーマは自由ということで、冬休みの課題として
出されたものと同じ言葉、今年の目標と思われる言
葉、今年の干支等、様々な作品が並びました。半紙
や条幅紙に力強く書かれた個性あふれる作品は、どの作品も素敵なものばかりでした。
　出品いただいた多くの組合員、お子さまのご協力に感謝申し上げます。来年もよろしくお願いいたします。
　今年度も街頭福祉カンパ活動を計画しましたが、東部管内に県版新型コロナ警報「特別警報」が発令され、カンパ

活動はできませんでしたが、構成組織での職域カンパでの浄財を５つ
の福祉施設へ将来を担う子供たちが、健康で豊かな生活を送るために
３月17日寄付をしました。５施設から、私たちの取り組み内容を多く
の皆さまに知っていただきたい。また、寄付金は大変ありがたいとお
礼の言葉がありました。（鳥取市手をつなぐ育成会、鳥取子ども学園、
ハーモニーカレッジ、青谷子ども学園、松の聖母学園）
　今後も、労福協活動を通して、労福協の理念が実現されることを構
成組織の皆さんと意識合わせし取り組んで行きます。
　「すべての働く人の幸せと豊かさを目指して、連帯・協同で安心・
共生の福祉社会をつくろう！」

第43回児童書き初め展・福祉施設への職域カンパ寄付第43回児童書き初め展・福祉施設への職域カンパ寄付労 福 協労 福 協
東部支部東部支部

ハーモニーカレッジへ寄付
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　　　　　年末福祉カンパ活動を12月10日（土）にアプト（琴浦町）、東宝河北
プラザ、あじそう上井店、いない倉吉中央店（倉吉市）の４か所で実施しました。
近年にない好天だったため、人出はあまり多くありませんでしたが、中には「毎
年ご苦労さま」との声かけとともにご協力いただいた方もありました。参加いた
だいた多くの役員・組合員の方々、カンパをいただいた皆さまにあらためてお礼
申し上げます。

　昨年初めて開催し、今回が２回目となる「中部書き初め・写真・ぬりえ展」を
本年１月21日（土）から30日（月）に倉吉市のショッピングセンター「パープ
ルタウン」の催事場で開催しました。昨年は20点の出品でしたが、今年は69点
もの出品をいただくことができました。
　買い物に来られたお客様をはじめ、出品作品を見ようと来場された方など多く
の方に見ていただくことが出来ました。

　３月３日（金）に中部地区の福祉施設に寄付行動を実施しました。これまでは
児童養護・福祉施設や母子生活支援施設を対象にしていましたが、今年から放課
後デーサービスも対象に広げ、「倉明園」「アロハランド」「お助けステーション
心結（こゆい）」「スマイルセンター倉吉」「こども発達サポート糸」の５カ所に
寄付を行いました。

　１月18日、連合鳥取西部地協と共催で「2023新春のつどい」をANAクラウンプラザホテル米子にて開催しました。
コロナウイルス感染が拡大している時期であったことから短時間による開催となりましたが、本川理事長をはじめ、
多くのみなさまにご参加いただきました。
　2023年は兎年ということで「飛躍の１年」とするため、今年の活動をみんな協力して行うことを確認しました。

　３月９日、米子市内で活動する就労支援B型事業所「NPO法人ワークショップ・アクティブ」と多機能型事業所を
運営している「NPO法人ぴのきお」に「福祉カンパ基金」を贈呈しました。
　事業所からは「利用者のために有効に使いたいと思います。」と感謝の言葉をいただきました。

2023新春のつどいを開催！2023新春のつどいを開催！

福祉施設にカンパを贈呈！福祉施設にカンパを贈呈！

労 福 協労 福 協
西部支部西部支部

労 福 協労 福 協
中部支部中部支部

年末街頭福祉カンパを実施年末街頭福祉カンパを実施

書き初め・写真・ぬりえ展を開催書き初め・写真・ぬりえ展を開催

５施設に寄付を行いました５施設に寄付を行いました

アクティブ ぴのきお
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鳥 取 県 労 働 者 福 祉 協 議 会 理 事 長 賞

会期  2023年1月22日（日）～ 29日（日）／とりぎん文化会館

賞 部門 作品名 氏名又は雅号 市町村

鳥取県経営者協会
会長賞

写真 夏の記憶 太田　　忍 様 鳥取市
写真 片隅の光景 中本　珠子 様 米子市
洋画 収穫の喜び 菅原　理絵 様 鳥取市
書道 花の色は 石田　園子 様 米子市

鳥取県商工会議所
連合会賞

写真 あるひの光景 根鈴　裕之 様 北栄町
写真 夕暮れの公園 山本　靜惠 様 南部町
洋画 息子たち 濵﨑　友香 様 鳥取市

日本画 秋霧 橋本　智江 様 鳥取市

鳥取県商工会
連合会会長賞

写真 ひかり　走る 宇和田美奈子 様 鳥取市
写真 枡水夕景 本田　洋二 様 米子市
洋画 ジオの荒海 谷口美恵子 様 鳥取市

日本画 柚子 門脇　圭子 様 鳥取市

鳥取県中小企業
団体中央会賞

写真 雑貨屋の女店主 澤口　典子 様 鳥取市
写真 夏果てに跳ぶ 飯塚　康子 様 松江市
洋画 卓上の静物 圓城寺温子 様 鳥取市
書道 費昶詩 岡垣　華雲 様 八頭町

賞 部門 作品名 氏名又は雅号 市町村

中国労働金庫
鳥取県営業本部

本部長賞

写真 星降る湖面 山中　泰偉 様 倉吉市
洋画 描く人たち 木谷沢渓流にて 皆川　裕子 様 鳥取市
洋画 橋津海岸の夕日 尾崎　正夫 様 湯梨浜町

日本画 実る 房安　栄子 様 鳥取市

こくみん共済
coop 

鳥取推進本部
本部長賞

写真 ランチタイム 岩﨑　義幸 様 鳥取市
洋画 雪解けの空港線 金宮　勝洋 様 鳥取市
洋画 不動へ続く橋 梅田　寿彦 様 湯梨浜町
書道 子夜歌 西垣　幸染 様 鳥取市

連合鳥取会長賞

写真 お姉さんと一緒に 森永　光信 様 八頭町
洋画 悠久の刻 北窓　妙子 様 倉吉市

日本画 バラ 栗原　誠子 様 倉吉市
書道 清風 生田　珠翠 様 琴浦町
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